
船舶事故調査報告書 

平成２８年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年２月８日 ０５時５４分ごろ 

発生場所 広島県江田島
え た じ ま

市能美
の う み

島北西方沖 

安芸
あ き

爼
まないた

礁
しょう

灯標から真方位０３５°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１５.６′ 東経１３２°２２.０′） 

事故の概要 押船快
かい

星
せい

丸は、はしけ快
かい

星
せい

１号を押して北東進中、また、押船第二

南城
なんじょう

丸は、北北西進中、快星１号と第二南城丸とが衝突した。 

快星１号は、左舷錨に擦過傷を生じ、また、第二南城丸は、えい
．．

航

アーチ左舷側に曲損を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年２月１８日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 快星丸、１８０トン 

    １３４０７０、菊間海運株式会社 

Ｂ はしけ 快星１号、総トン数不詳 

   なし、菊間海運株式会社 

Ｃ 押船 第二南城丸、１９トン 

   ２６０－３０４７７広島、卜部産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ  航海士Ａ、四級（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  左舷錨に擦過傷 

Ｃ えい
．．

航アーチ左舷側に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０７時０３分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、無人で石灰石約５,８００ｔを積載したＢ船を押航して押

船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、広島県呉市呉港に向

けて能美島北西方沖を約９.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で自動操舵により航行した。 

航海士Ａは、レーダーで右舷方約２海里にＣ船を視認したのち、Ａ

船押船列がＣ船の船尾方を通過するように安芸爼礁灯標付近で右転す

るとともに、右転している意図を示すつもりでＣ船に向けてせん光を

発したが、その後、Ｃ船に接近したので手動操舵にし、右舵一杯を取

ったものの、Ｂ船とＣ船とが衝突した。 



 

Ａ船押船列は、ＡＩＳ記録によれば、０５時４５分ごろ安芸爼礁灯

標付近で右転した後、０５時４８分ごろ再度右転した。 

Ｃ船は、船長Ｃが、約７kn の速力で厳
いつく

島
しま

北東岸に向けて能美島北

西方沖を航行中、左舷方至近にＡ船の灯火を認め、汽笛を吹鳴し右舵

を取ったが、Ｂ船と衝突した。 

船長Ｃは、ふだん奈
な

佐
さ

美
び

瀬戸を航行する船舶が多いので、右舷前方

に注意を向け、左舷前方の見張りを行っていなかった。 

分析  Ａ船押船列は、航海士Ａが、右転したので、Ｃ船の船尾方を安全に

通過できるものと思い、見張りを適切に行っていなかったことから、

Ｃ船の方位が明確に変わらずに接近していることに気付かずに航行

し、同船と衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、船長Ｃが、左舷前方の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ａ船押船列の接近に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船押船列が北東進中、Ｃ船が北北西進中、航海

士Ａ及び船長Ｃが、共に見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船

とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・他の船舶との衝突を避けるときは、針路又は速力の変更を大幅に

行うこと。 


